
※読みやすさ等のため、発言の趣旨を損なわない範囲で、重複表現、言い回しなどを整理しています。 

令和３年度教育委員会定例会会議録 

【日時】 令和３年１２月２４日（金） 

【開会】 １４時００分 

【閉会】 １４時１７分 

【場所】 川崎市役所第３庁舎１５階 第１・２・３会議室 

【出席委員】 
教育長 小田嶋 満 

委 員 高橋 美里 

委 員 石井 孝 

教育長職務代理者 岡田 弘 

委 員 岩切 貴乃 

委 員 田中 雅文 

【出席職員】 

教育次長 石井 宏之 

総務部長 森 有作 

教育環境整備推進室長 谷村 元 

職員部長 小澤 毅夫 

学校教育部長 大島 直樹 

健康給食推進室長 鈴木 徹 

生涯学習部長 岸 武二 

総合教育センター所長 佐藤 公孝 

庶務課長 日笠 健二 

庶務課担当課長 瀬川 裕 
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1 

（１４時００分 開会）

１ 開会宣言 

【小田嶋教育長】 

 ただいまから、教育委員会定例会を開会いたします。 

２ 開催時間

【小田嶋教育長】

 本日の会期は、１４時００分から１４時２０分までといたします。 

３ 会議録の承認

【小田嶋教育長】

 １０月の臨時会、１１月の定例会及び臨時会の会議録を、事前にお配りし、お目通しいただい

ていることと思いますが、承認してよろしいでしょうか。 

【各委員】

 ＜承認＞

４ 傍聴 （傍聴者 ０名）

【小田嶋教育長】

 本日は、傍聴の申出がございませんが、以後、会議中に傍聴の申出がございましたら、「川崎市

教育委員会会議規則」第１３条の規定により、許可することに異議はございませんでしょうか。 

【各委員】

 ＜了承＞

【小田嶋教育長】 

では、そのように決定いたします。 

５ 非公開案件

【小田嶋教育長】

 本日の日程は配布のとおりでございますが、報告事項Ｎｏ．２は、公表期日前の案件で、公に

することにより、当該事務または事業の性質上、適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、

報告事項Ｎｏ．３は、特定の個人が識別され得る情報が含まれており、公開することにより、個

人の権利利益を害するおそれや、争訟に係る事務に関し、市の当事者としての地位を不当に害す

るおそれがあるため、これらの案件を非公開することでよろしいでしょうか。 
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【各委員】

 ＜了承＞

【小田嶋教育長】 

 では、そのように決定いたします。 

 なお、報告事項Ｎｏ．２につきましては、公表期日以降は公開しても支障がないため、会議録

には掲載させていただきます。

６ 署名人

【小田嶋教育長】 

 本日の会議録署名人は、「川崎市教育委員会会議規則」第１５条の規定により、本職から指名い

たします。 

 高橋委員と岡田委員にお願いいたします。 

７ 報告事項Ⅰ 

報告事項Ｎｏ．１ 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について 

【小田嶋教育長】 

 それでは、初めに報告事項Ⅰに入ります。 

 「報告事項Ｎｏ．１ 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告について」

の説明を、庶務課担当課長、お願いいたします。 

【瀬川庶務課担当課長】 

それでは、「報告事項Ｎｏ．１ 教育委員会の権限に属する事項に係る教育長の臨時代理の報告

について」御説明申し上げます。 

報告事項Ｎｏ．１の１ページをごらんください。「川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等

に関する規則」第３条第１項の規定に基づき、教育長が臨時に代理をいたしましたので、同条第

２項の規定に基づき、御報告し、承認を求めるものでございます。 

初めに「１ 臨時代理した事項」の「（１）件名」につきましては、「川崎市教育長の給与、勤

務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例（案）」の制定でございます。次に、

「（２）内容」につきましては、教育長の期末手当の年間支給割合を１００分の１０引き下げるも

のでございまして、２条建てで改正する条例のうち、第１条の改正で本年１２月期の期末手当の

支給割合を１００分の１０引き下げ、第２条の改正で本年度の引下げ分の１００分の１０を来年

度の６月期と１２月期に１００分の５ずつ均等に配分する改正となっております。 

次に「２ 臨時代理を行った日」は、令和３年１１月１７日でございます。 

次に「３ 臨時代理を行った理由」といたしましては、令和３年１２月期における教育長の期

末手当について支給割合の改定が必要となり、１１月２６日に開会いたします市議会へ条例議案
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を提出し、期末手当の基準日である１２月１日の前日までに、根拠条例を整備する必要がござい

ましたので、教育長が臨時に代理したものでございます。 

説明は、以上でございます。 

【小田嶋教育長】 

 何か御質問等はございますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

 それでは、報告事項Ｎｏ．１について承認してよろしいでしょうか。 

【各委員】

 ＜承認＞

【小田嶋教育長】 

 それでは、報告事項Ｎｏ．１は承認といたします。 

＜以下、非公開＞ 

８ 報告事項Ⅱ

報告事項Ｎｏ．２ 令和３年度 川崎市教育委員会任期付職員（学芸員）採用選考の実施につい

て

【小田嶋教育長】 

続いて、報告事項Ⅱに入ります。 

「報告事項Ｎｏ．２ 令和３年度 川崎市教育委員会任期付職員（学芸員）採用選考の実施に

ついて」の説明を、庶務課長、お願いいたします。 

【日笠庶務課長】 

それでは、報告事項Ｎｏ．２「令和３年度 川崎市教育委員会任期付職員（学芸員）採用選考

の実施について」を御説明申し上げます。お手元の資料で、左上に「報告事項Ｎｏ．２」とある

資料をごらんください。 

まず、初めに「１ 趣旨」でございますが、文化財保護法の規定に基づく高度な専門性が必要

である文化財課（埋蔵文化財）の業務において、埋蔵文化財行政の効率的・効果的な事業を推進

するため、埋蔵文化財の専門業務及び令和元年東日本台風の影響により被害が生じた収蔵品の保

護及び修復作業に携わる人材を確保するため、任期付職員（学芸員）の採用選考を行うものでご

ざいます。 

次に「２ 選考区分及び採用予定者数等」でございますが、「埋蔵文化財Ａ」では勤務地が「市

民ミュージアム等」の学芸員を１名、「埋蔵文化財Ｂ」では勤務地が「文化財課」の学芸員を１名、

それぞれ募集いたします。 

次に「３ 任用期間」でございますが、どちらも令和４年４月１日から令和６年３月３１日ま

での２年間となっております。 
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次に「４ 選考日程等」でございますが、第１次選考につきましては、令和４年１月３０日の

日曜日に川崎市役所第４庁舎で専門試験を実施いたします。第２次選考につきましては、令和４

年２月２０日の日曜日に、同じく川崎市役所第４庁舎で面接試験を実施いたします。 

次に「５ 合格発表」でございますが、第１次合格につきましては、令和４年２月１０日の木

曜日に、最終合格につきましては、令和４年２月２８日の月曜日に、それぞれ記載の方法により

発表いたします。 

次に「６ 受付期間」でございますが、令和３年１２月２７日の月曜日から令和４年１月１４

日の金曜日までといたします。 

最後に「７ 受験案内の配布」でございますが、受験案内につきましては、区役所、図書館、

市民館等で配布をいたします。また、選考試験の実施につきましては川崎市教育委員会インター

ネットホームページにおいて掲載をいたします。 

なお、「報告事項Ｎｏ．２ 資料」として受験案内を添付しておりますので、後ほど御参照くだ

さい。 

説明は以上でございます。 

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

【小田嶋教育長】 

 御質問等はございますでしょうか。 

 高橋委員。 

【高橋委員】 

 御説明ありがとうございました。２点、質問があります。 

まず、募集の期間が年末年始を挟んで割と短い設定になっているのですけれども、この短い期

間で応募してくれる方がいらっしゃるのかなというのは不安なので、その点が１点。 

それから、受験案内の配布が市の施設での配布とホームページへの掲載となっているのですけ

れど、例えば、学芸員を育成しているような大学ですとか、専門の雑誌とか、専門の情報コミュ

ニティみたいなところですとか、そういうところに掲載をするというようなことはないのでしょ

うか。理由としては、学芸員の募集をかけても来ないということが何回かあったと思うので、そ

れを心配しています。 

【小田嶋教育長】 

 では、お願いします。

【日笠庶務課長】

 募集期間につきましては、確かに厳しい日程ではあるのですけれども、その後の１次選考とか

の日程も詰まっておりまして、来年度４月１日からの採用ということで、確かに年末年始を挟ん

で厳しいところではあるのですけれども、今二つ目で御指摘のあった周知などを含めて、しっか

りと集中的に周知して、申込みがあるような形で工夫したいと思います。

大学等の周知については、個別に少し御案内をしているかと思うのですが、文化財課のほうか

ら。
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【服部文化財課長】

 文化財課といたしましても、考古学の専攻を持っております大学ですとか、今、そうした大学

と連携事業を行っておりますので、考古学の専攻を持っている大学に周知を図っていきたいと思

っております。

 以上でございます。

【高橋委員】 

 ぜひ、応募してくれる方がいらっしゃるようによろしくお願いいたします。 

【小田嶋教育長】 

 他には、いかがですか。 

 岩切委員。 

【岩切委員】 

 御説明ありがとうございました。 

 こういった学芸員の資格をお持ちの方たち、任期付ということが非常に大きく、それがネック

になっているという話も多く聞こえております。そういう中で、また２年間という任期付ですけ

ども、こちらは２年になっている理由というのがあれば教えていただきたいなと思います。 

【日笠庶務課長】

 まず、Ａのほうが、こちらは市民ミュージアムの台風の影響を受けた収蔵品の保護や修復とい

うことで、これが令和６年度まで一定収束させるようにということで、今計画してやっておりま

すものですから、そのことで２年間という任期にさせていただいております。

 Ｂのほうは、もともと任期が後２年あった職員が退職されるということで、その残りの任期の

分ということで、そのつなぎという形になってしまいまして、こういった任期になっております。

 以上でございます。

【小田嶋教育長】 

 よろしいですか。 

 他には、いかがでしょう。 

 田中委員。 

【田中委員】 

 どうも、御説明ありがとうございました。 

 現在の川崎市における学芸員の現状について、聞かせてください。 

 まず、人数が全体で何名なのかということと、すべて任期付の職員なのか。そうじゃないとし

たら、割合的にどうなのか。 

 お願いいたします。 
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【日笠庶務課長】

 学芸員として任用しておりますのが、１１名おります。そのうち、任期付の方が４名というこ

とでございます。

【田中委員】 

 はい、分かりました。ありがとうございます。 

【小田嶋教育長】 

 他には、よろしいでしょうか。 

それでは、報告事項Ｎｏ．２について承認してよろしいでしょうか。 

【各委員】

 ＜承認＞

【小田嶋教育長】 

 それでは、報告事項Ｎｏ．２は承認といたします。 

報告事項Ｎｏ．３ 慰謝料等請求控訴事件について

箱島生涯学習推進課長が説明した。 

報告事項Ｎｏ．３は承認された。 

９ 閉会宣言 

【小田嶋教育長】 

 本日の会議は、これをもちまして終了いたします。

（１４時１７分 閉会）


